
　組合員又は被扶養者の資格喪失後、現在お持ちの組合員証・被扶養者証（以下「保険証」）は使用
できません。
　保険証を使用した場合は、公立学校共済組合東京支部が負担した医療費（※）の全額を一括返還し
ていただきます。（図参照）
 　「新たな保険証がまだ手元にないから」と安易に使用してしまうケースもあります。資格喪失後は
保険証を速やかに返却し、絶対に使用しないでください。資格喪失手続については、本誌P.11をご参
照ください。
※総医療費の７割、高額療養費及び附加給付等の給付金

　海外で病気やケガをし、治療を受けた場合、組合員証の使用はできません。
　一旦窓口で医療費全額を支払っていただき、後日、公立共済に「療養費」として
請求をすると、窓口で支払った額の一部が給付金として組合員に支給されます。

医療費の返還請求に関する &Q A  

資格喪失後の組合員、被扶養者
医療機関など 
（病院、薬局等）

公立学校共済組合東京支部

②医療サービスを提供

①医療機関などを受診
③総医療費の3割を窓口で支払

 割7の費療医総 ⑤
を負担

⑥ 共済組合が負担
した医療費を

割7の費療医総 ④  
を請求

返還請求

 ⑦共済組合が負担
した医療費を

返還

 &Q A

医療機関などを受診したときには保険証を使用できたのに、なぜ返還が必要なの？Q1
医療機関などでは、資格喪失日を保険証から判断できません。そのため、保険証を提示して受診できたとしても、資格
喪失日以降の医療費は返還していただきます。

A1

新しい保険証が発行されるまでの間に医療機関等にかかりたいときは？Q2
医療機関の窓口で、「保険証の切り替え中のため手元にない」と伝えてください。一時的に全額自己負担となった場合
でも、新たに加入した健康保険組合に請求できます。マイナンバーカードで受診する場合も、情報が反映されるまでに
時間がかかることがありますので、医療機関の窓口で、「健康保険組合が変更になった」と伝えてください。

A2

医療費の返還請求はいつ頃届くの？Q3
保険証の返却から約６か月後を目途に、組合員に通知します。A3

返還した後の医療費はどうなるの？Q4
新たに加入した健康保険組合に療養費の請求ができます。手続や期
限などの詳細は、請求先の健康保険組合にお問い合わせください。

A4

一般的な返還事例
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上記の書類を所属所（原籍校）の共済事務担当者へ
提出してください。
※診療内容が不明なもの、税金、文書料、翻訳料等は支給対象外です。
※療養目的で渡航した場合は支給対象外です。

国際郵便の引受停止などで、請求手続が遅れそうです。どうしたらよいでしょうか？

請求の時効は、医療機関等に医療費を支払った日の翌日から起算して２年間となりますので、それまでに
提出いただければ問題ありません。

病院に支払った際の領収書を一部紛失してしまいましたが、金額は医師が領収明細書に記載しています。
紛失した分も請求してよいでしょうか？

医師が認めた診療内容に基づく金額であることは領収明細書などにより判断できますが、支払い済みで
あるかどうかということは判断できないため、請求することができません。

実際に支払った医療費と比べて給付額がかなり少ないのですが、間違いではありませんか？

  療養費等請求書〔用紙№療養1〕 
※請求書は受診者ごと、暦月ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに作成してください。

 領収書など医療費を支払ったことが分かる書類（原本）

  診療内容明細書・領収明細書〔用紙№療養5及び5-2〕または〔用紙№療養6及び5-2〕
 ※治療を受けた海外の医療機関で作成してもらってください。

  及び の邦訳 
※裏面または別紙で付してください（組合員本人が翻訳しても構いません。）

 海外に渡航した事実を証明する書類（パスポートの顔写真部分と査証ページの写しなど）

 同意書（海外療養費）〔用紙№療養5-3〕

海外と同様の療養を日本国内で受けた場合により算定した金額（A）と海外で実際に負担した金額（B）を
比較し、（A）、（B）のいずれか低い金額を基に給付割合に応じた額を支給します。海外での医療費は、日本
国内よりも高額となるケース（特に歯科）が多く見受けられます。そのため、公立共済からの給付金では十
分に補てんできないことがありますので、ご留意ください。

 

 

受診内容によっては、
100万円を超えるような
高額の返還事例も発生しているよ！
誤って使用しないよう気をつけよう！

資格喪失後に保険証を使用した場合、
医療費を返還していただきます

医療費の返還について

海外の医療機関などを受診した場合の
医療費の請求方法について

海外で治療を受けたとき

給付貸付課短期給付担当 03-5320-6827☎問合せ先 給付貸付課短期給付担当 03-5320-6827☎問合せ先

対象は日本国内で
保険適用となる
診療のみです。

請求に必要な書類
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